
パブリックコメントの結果公表 

 

・政策等の名称 

  第 2 次成田市文化芸術推進基本計画（素案） 

 

・意見等の募集期間 

令和 5 年 12 月 15 日 から 令和 6 年 1 月 15 日 

 

・意見等の件数 

2 件 （1 人） 

 

・担当課 

文化国際課 （電話：0476-20-1534） 
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第 2 次成田市文化芸術推進基本計画（素案）について提出された意見と市の考え方 

番号 提出された意見の概要 意見に対する市の考え方 

1 （Ｐ29） 施策の柱５ 誰もが文化芸術にふれることが

できる機能の創出 取組事業①に関して 

本計画の基本目標には『あらゆる人が文化芸術に触れ

て、交流を育む豊かな社会の推進』が掲げられていま

す。そのため、取組事業①について、「障害の有無にか

かわらず、文化芸術に触れ交流を育む機会づくり」とす

ることを提案します。本項目に「交流を育む」を追加す

ることで、文化芸術活動に触れる・体験することを通し

て、人々が交流することができる地域共生の意味がより

高まるのではないかと考えます。 

第 2次文化芸術推進基本計画では、本市の文化芸術を推

進していくため、P19～20 第 4 章に示す「計画の基本的な

考え方」に基づき、基本目標を「あらゆる人が文化芸術に

触れて、交流を育む豊かな社会の推進」と定めておりま

す。また、P20 にありますとおり、基本目標を達成するた

めに 5つの施策の柱を定めて各取組事業を実施していくこ

ととしております。 

 5 つの施策の柱及び各取組事業のすべてにつきまして、

基本目標で掲げている「交流を育む」ことを前提としてお

ります。 

 ご意見のありました「施策の柱５ 誰もが文化芸術にふ

れることができる機能の創出」取組事業①につきまして

も、今後、交流を育む具体的な事業の実施について検討し

て参ります。 
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番号 提出された意見の概要 意見に対する市の考え方 

2 （Ｐ29） 施策の柱５ 誰もが文化芸術にふれることが

できる機能の創出〈主な取組〉に関して 

現行では、主な取組として「自閉症などの発達障がい

のあるひとたちの絵画展」が掲載されています。 

私は、成田市精神保健福祉推進協議会という会に所属を

していますが、当会において令和 6年度以降に、精神障

がいのある人たちの絵画・作品展の開催を計画していま

す。本計画において「精神障がいのある人たちの絵画・

作品展」開催展示の計画を記載していただくことで、精

神障がいのある方々の文化芸術の機会が促進され、それ

を観覧される市民の皆様にも多様な文化芸術に触れる機

会が増進するのではないかと考えます。 

第 1次文化芸術推進基本計画（期間 R1～R5）では、計

画を総合的かつ効果的に推進するため、４つの施策の柱を

設定し、その柱ごとの取組について、進行管理を行ってい

ます。また、各取組の進捗状況を確認するため、本計画の

推進と実効性を確保するために定めた「計画最終年度

（R5）の目標値」に対する達成見込みを、年度ごとに評価

し、市ホームページで公表しております。 

本計画で掲載している取組につきましては、施策の柱に

掲げる内容に沿ってこれまでも実施し、今後も継続が見込

まれる取組のうち、主なものについて掲載をしています。 

今後、本計画におきましても第 1次計画と同様、取組ご

とに進捗管理を行っていく予定としておりますので、ご提

案をいただきました絵画・作品展など、令和６年度以降に

予定している事業につきましても、計画に沿った取組とし

て実施された場合は、進捗管理を行ってまいりたいと考え

ております。 

 

 

 


